
特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん 
平成 22 年度第 1 回理事会議事録 

 
１．日時 平成 22 年 7 月 3 日 午前 10 時 15 分から午前 10 時 45 分 
２．場所 高松市（  省  略  ）（綱井理事宅） 
３．理事総数 4 名   出席した理事の数 4 名 監事の出席 有 
４．議事の経過の概要及び議決の結果 

上記のとおり定足数に足る出席があったので、定款第 34 条の規定に基づき代表岡村晴子が議⻑と
なり、議案の審議に入った。 

 
� 第１号議案 会員会費規程の制定について 

定款第 3 章の会員・会費について必要な事項を定める「会員会費規程」について、別紙１のとおり
制定し、平成 22 年 7 月３日から適用することを決定した。 

� 第２号議案 入会申込書・退会届の様式について 
定款第７条第1項の「入会申込書」及び同第 9条第 1項の「退会届」について、それぞれ別紙２

及び別紙３の様式とすることを確認した。なお、同様のフォームによる本会ホームページからの手続きに
ついてもこれらの様式による手続きがあったものと⾒なすことを確認した。 

本年９月１日以降に入会する正会員の入会年度の会費を月割りとすることが決定されたので、そ
の時点で入会申込書の様式を変更することをあわせて確認した。 

 
５．議事録署名⼈の選任に関する事項 

議⻑より、議事録署名⼈として、綱井由佳理事と河内美佐保理事の２名を指名したいとの提案があ
り、これを諮ったところ全員異議なく承認された。 
 

議⻑は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。 
 

上記議事の経過及び結果を明確にするためこの議事録を作成し、議⻑及び議事録署名⼈は次に
署名押印する。 
 
平成 22 年 7 月 3 日 
 特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん 理事会 
 



特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん会員会費規程 

 
第１条 この規程は、特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん定款（以下「定款」という｡)第３章に規

定する会員・会費について必要な事項を定める。 
第２条 会員は、次の２種とし、正会員をもって特定⾮営利活動促進法上の社員とする。 

(1) 正会員  この法⼈の目的に賛同して入会した個⼈及び団体 
(2) 賛助会員 この法⼈の事業を賛助するため入会した個⼈及び団体 

第３条 会費は、毎年４⽉１⽇から翌年３⽉ 31 ⽇までの間の年会費とする。 
第４条 会員種別ごとの会費は、次のとおりとする。 

(1) 正会員  個⼈ 6,000 円・団体 30,000 円 
(2) 賛助会員 個⼈一口 2,000 円・団体一口 10,000 円 

2 年度途中に入会する正会員の入会年度の会費は、別表の額とする。 
第５条 会費の納入期限は、当年度分について毎年 6 ⽉ 30 ⽇とする。ただし、途中入会の会員にあ

っては、入会年度の会費を入会のときに納入するものとする。 
第６条 この規程の改廃は、理事会の決定によらなければならない。 

 
付則 

１ この規程は、平成 22 年 7 ⽉ 3 ⽇から適用する。ただし、第 4 条第２項の規定は平成 22 年 9
⽉ 1 ⽇以降に入会する正会員について適用する。 

２ 設⽴第 1 期の会費の納入期限は、第 5 条前段の規定にかかわらず、平成 22 年 8 ⽉ 31 ⽇とす
る。 

 
別表 

 
入会⽉ 個⼈ 団体 

４⽉ 6,000 円 30,000 円 
５⽉ 5,500 円 27,500 円 
６⽉ 5,000 円 25,000 円 
７⽉ 4,500 円 22,500 円 
８⽉ 4,000 円 20,000 円 
９⽉ 3,500 円 17,500 円 

10 ⽉ 3,000 円 15,000 円 
11 ⽉ 2,500 円 12,500 円 
12 ⽉ 2,000 円 10,000 円 
１⽉ 1,500 円 7,500 円 
２⽉ 1,000 円 5,000 円 
３⽉ 500 円 2,500 円 

 

別紙１ 



別紙２

　　　　　年　　　⽉　　　⽇
個人会員

ふりがな 〒

書類等送付先

経費節減のためなるべくE-mailをご選択ください。
E-mail 携帯mail

Fax 携帯℡

Tel 〒

会員種別・会費 × 口＝　　　　　　円
各⾏とも、いずれか１つの□の中に�印をつけてください。

団体会員
ふりがな 〒

代表者名 担当者名

書類等送付先

経費節減のためなるべくE-mailをご選択ください。
E-mail 携帯mail

Fax 携帯℡

Tel 〒

会員種別・会費 × 口＝　　　　　　　円
各⾏とも、いずれか１つの□の中に�印をつけてください。

※法人は主たる事務所の所在地を、任意団体は代表者の住所又は居所を記載してください。

会費納付方法（いずれか１つの□の中に�印をつけてください。）

連絡先

上記連絡方法で選択したものは必ずご記入ください。その他のご記入は任意ですが、
住所以外を書類送付先に選択された方は右側に送付先をご記入ください。

特定非営利活動促進法の規定により、正会員の方の氏名及び住所(又は居所)については、１０人まで認証申請時に所轄庁(香川県)へ提出(公開はされません)し、事業年度完了３⽉以内に同様の報
告(閲覧に供されます)をします。

団体名 所在地※

希望する
連絡方法

連絡先

上記連絡方法で選択したものは必ずご記入ください。その他のご記入は任意ですが、
所在地以外を書類送付先に選択された方は右側に送付先をご記入ください。

会費納付予定⽇　　　　　　年　　　⽉　　　⽇

特定非営利活動法人あそぶんそだつん　入会申込書

氏名 住所
(又は居所)

希望する
連絡方法

住所と同じ 住所以外 

正会員 年会費6,000円 

賛助会員 年会費一口2,000円 

E-mail 携帯mail Fax 携帯℡ Tel 書類送付 

住所以外を選択された方はこちらに名称等をご記入ください。 

賛助会員にお申し込みの方は口数・合計⾦額をご記入ください。 

正会員 年会費30,000円 

賛助会員 年会費一口10,000円 

E-mail 携帯mail Fax 携帯℡ Tel 書類送付 

賛助会員にお申し込みの方は口数・合計⾦額をご記入ください。 

特記事項 

所在地と同じ 所在地以外 
所在地以外を選択された方はこちらに名称等をご記入ください。 

ゆうちょ銀行振替口座 口座記号番号:01650-1-94178 口座名称:特定非営利活動法人 あそぶんそだつん  

ゆうちょ銀行総合口座 口座記号番号16330-3461431 口座名義:特定非営利活動法人あそぶんそだつん  

百十四銀行 桜町出張所（普通）口座番号:0285449 口座名義:特定非営利活動法人あそぶんそだつん 代表 岡村 晴子 

現金納付 



別紙３

届 出 年 月 日

特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん　を退会します。

会 員 種 別

会 員 № 氏名又は団体名

退 会 理 由

連 絡 先

◆よろしければ退会理由をご記⼊ください。
◆退会届に関してご連絡させていただく場合がありますので、確実な連絡方法、連絡先をご記⼊ください。
◆ここでの個⼈情報は退会手続以外では使用いたしません。
◆会費は原則として返還できませんのでご了承ください。
◆未納の会費がある場合はお支払ください。

⻑らくのご支援ありがとうございました。

特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん
〒760-0074　香川県高松市桜町1丁目3-26-404
Tel&Fax 050-8806-1859
E-Mail asoboon@gmail.com
URL http://wwwa.pikara.ne.jp/asobi/
Mobile http://x17.peps.jp/asoboon

特定⾮営利活動法⼈あそぶんそだつん　退会届

正会員 賛助会員 
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